
施設名 新上五島町有害鳥獣有効利用施設
指定管理者 有害鳥獣有効利用組合
施設所管課 農林課
指定期間 令和4年4年1日～令和9年3年31日（5年間)

自己評価 町評価 評価理由

1 利用時間、利用日等が遵守されているか A A

2
協定書及び仕様書に位置づけられた義務的業務が適切
に行われているか B B

3 適正な人員が配置されているか A A

4
賃金の支払い及び職員の処遇は労働関係法令を遵守し
ているか A A

5
個人情報保護に関して、書類等の整備や問合せへの対応
が適正に行われているか A A

6 収支予算書に基づき適正に予算を執行しているか A A

7 会計処理は適切であるか A A

8 防犯、防災に対する対策がとられているか A A

1
利用者に対するサービスを向上させるための方策がとら
れているか A A

2 利用者促進（利用者増）のための方策がとられているか B B

3 利用者に対する情報提供は適切か B B

4 窓口での対応は親切丁寧であるか A A

5 利用者からの声を把握し、適切な対応がなされているか B B

1 建物及び備品機器など、適切な維持管理に努めているか A A

2 施設の修繕は適切に行われているか A A

3 経費縮減及び省エネルギーに努めているか A A

4
事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている
か A A

5 点検、清掃、警備、衛生管理を適切に行っているか A A

1 職員の研修等は適切に実施しているか A A

2 事故・苦情の対応は迅速かつ適正か A A

3
関係団体や利用者との連絡調整は適切に行われている
か A A

A A

指定管理者評価票

評価項目

基
本
的
事
項

（自己評価）
協定書及び仕様書に従い、概ね良
好に管理運営を行っている

（町評価）
協定書及び仕様書に従い、概ね良
好に管理運営を行っているが、計
画解体処理頭数を意識しながら管
理運営を行うとともに、ジビエの販
売促進に努める必要がある。

サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
事
項

（自己評価）
利用者の声を適切に把握し、サー
ビスの向上に務めている。

（町評価）
利用者の声を適切に把握し、サー
ビスの向上に努めるとともに、施設
の利用促進を図る必要がある。

（町評価）
協定書及び仕様書に基づき、概ね適切に管理運営を行なっているが、処理頭数を増加し施設の利用拡大を図る必要があ
る。

建
物
維
持
管
理
関
連
事
項

（自己評価）
施設の維持管理については、協定
書及び仕様書に従い、適切に対応
している。

（町評価）
施設の維持管理については、協定
書及び仕様書に従い、適切に対応
している。

そ
の
他
の
事
項

（自己評価）
協定書及び仕様書に基づき、適切
に対応している。
（町評価）
協定書及び仕様書に基づき、適切
に対応している。

総合評価

（自己評価） 協定書及び仕様書に基づき、適切に管理運営を行なっている。


